
 

 

○  警察活動における暑熱対策の推進について 

 

（令和６年５月 20 日付け香企画第 78 号） 

 

近年、我が国では、年平均気温が上昇し、夏季において猛暑日や熱帯夜の日数が年

々増加しており、警察官が警察活動中に熱中症の症状を訴え、救急搬送される事案

や、体調不良となる事案が相次いで発生している状況にある。こうした中、警察活動

における暑熱対策を適切に講じることは、警察職員の命や健康を守る観点のほか、警

察活動の能率的な遂行を確保する観点からも極めて重要な課題となっている。 

職員一人一人が士気高く、その力を十全に発揮できる職場環境の形成を図ること

は、「警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針」（「警戒の空白を生じさせ

ないための組織運営について（通達）」（令和５年８月３日付け香企画第124号）別

添１）においても「重点的に取り組むべき事項」として掲げられているところ、この

度、暑さが厳しい環境においても積極果敢に職務にまい進する警察職員の健康や安

全を確保するとともに、その業務効率を向上させるために必要と考えられる方策を

下記のとおり取りまとめた。 

各位にあっては、警察活動における暑熱対策の重要性を自覚し、その一層の充実に

向け実効的な取組を推進されたい。 

なお、「警察活動における暑熱対策推進研究会の設置要綱の制定等について（通

達）」（令和６年５月20日付け香企画第79号）において、本部関係所属において推進

体制を構築し、実効的な取組を検討することとしたので、検討した結果については追

って周知する。 

記 

１ 職員に対する教養及び啓発 

  これまでに発生した熱中症に係る事例の中には、職員間で熱中症に関する知識

が不足していたり、職場内における熱中症に対する認識が希薄であったりしたこ

とが原因と思料されるものがある。 

  熱中症が命に関わるものであることに留意し、全職員が熱中症に関する正確な

知識を得るために香川県警察業務支援ポータルに掲載されている「熱中症対策マ

ニュアル」（令和６年４月16日付け警察庁人事課厚生管理室作成）を一読させるな

ど教養を徹底するとともに、職場全体で熱中症のリスクを低減させるために、熱中

症予防の重要性を啓発すること。 

  また、幹部職員や現場責任者となり得る職員等に対しては、暑熱対策が業務管理

の一環として当然に行われるべきものであることを自覚させ、暑熱対策に必要な

具体的事項（２参照）について教養を徹底すること。 

２ 業務管理の徹底 



 

 

(1)  熱中症の絶無を期するための対策 

  ア  職員の健康管理の徹底 

    熱中症の絶無を期するためには、個々の職員の健康状態に応じて必要な予

防策を講じることが必要である。例えば、前夜に飲酒した場合は、自覚症状な

く脱水状態になっていることがあるほか、基礎疾患がある職員、服薬中の職員

等については、熱中症のリスクが高いことが知られている。 

    暑熱環境下での勤務が見込まれる職員に対し、平素から健康診断結果に基

づく措置及び必要な指導を行うとともに、勤務開始前には職員の脱水の有無、

体調不良の有無等を確認すること。また、熱中症を発症するリスクが高い健康

状態と認められる職員には、活動場所や時間帯に配意するなど、必要な措置を

講ずること。 

  イ 熱中症の予兆の把握と初期段階における対応 

    熱中症は、初期段階でその症状に気付いた上、適切な処置を講ずることがで

きれば、重症化リスクを最小限にとどめることができる。 

    暑熱環境下で勤務中の職員については、リスクに応じた適切な頻度で声掛

けを行うなどしてその健康状態を確認したり、職員間でお互いの健康状態に

留意させたりして、予兆の把握に努めるとともに、異変を感じた場合にはちゅ

うちょなく即報させる環境を整えること。 

  ウ 適切な応急措置 

    熱中症が疑われる症状を認めた場合に各職員が適切な応急措置を執れるよ

う、身体の冷却や水分摂取といった応急措置の要領を整理した上で、職員への

教養を徹底しておくこと。 

  エ 暑熱順化の推進 

    熱中症の発生リスクを抑えるためには、暑熱順化（熱に徐々に身体を慣ら

し、高温多湿環境下の業務に適応することをいう。以下同じ。）が有用である。 

    梅雨から夏季にかけての時期に暑熱順化推奨期間を設けるなどして、暑熱

環境下における勤務が見込まれる職員に対し、暑熱順化の実施を推進するこ

と。 

(2)  暑さが厳しい環境において業務能率を向上させるための対策 

  ア  熱中症発生リスクの把握とそれを踏まえた業務管理 

    日々の熱中症発生リスクに応じた有効な業務管理の在り方を、以下のイか

らカを参考にしながら各部門ごとに整理しておくこと。 

    その上で、各所属において、活動場所の暑さ指数（湿球黒球温度（ＷＢＧ

Ｔ））を把握したり、環境省及び気象庁が提供する「熱中症警戒アラート」を

活用したりして、日々の熱中症発生リスクを把握しておくこと。 

  イ  避暑（身体冷却）時間の確保 



 

 

    他の都道府県では、高温多湿環境下において、長時間にわたって街頭活動や

実況見分、鑑識活動等に従事したことにより熱中症を発症した事案が報告さ

れている。 

    暑熱環境下で業務に従事させる際は、必要な避暑（身体冷却）時間を確保す

ることに留意すること。これを確実に行うため、例えば、一定時間継続した現

場活動を要する場合には、必要な交代要員を確保して現場派遣したり、作業を

一時中断して避暑（身体冷却）時間を設けたりするなどの方策を検討するこ

と。 

  ウ 避暑（身体冷却）場所の確保 

    他の都道府県では、高温多湿環境下において、日陰のない場所で警戒警備を

継続したことにより熱中症を発症した事案が報告されている。 

    暑熱環境下で業務に従事させる際は、必要な避暑（身体冷却）場所を可能な

限り確保することに留意すること。例えば、長時間に及ぶ現場活動を要する場

合であって、業務に従事する場所の近辺に、適当な避暑（身体冷却）場所等が

見当たらないときには、避暑（身体冷却）が可能な車両を派遣したり、日よけ

のための器材を設置したりするなどの方策を検討すること。 

エ 活動時間帯の見直し 

    暑さが厳しい日中時間帯ではなく、早朝、夕方、夜間等のより涼しい時間帯

に活動することとしても業務上支障がない場合には、活動する時間帯の見直

しを検討すること。 

  オ 活動内容の見直し 

    熱中症発生リスクが高い日時においては、業務上支障がない場合には、例え

ば、そのリスクに応じた訓練時間の見直しを行ったり、二輪ではなく四輪によ

る交通取締りに変更したりするなど、活動内容の見直しを検討すること。 

カ 水分補給等の徹底 

    他の都道府県では、自覚症状なく脱水症状が進行し、警察職員が熱中症を発

症する事案が報告されている。 

    自覚症状の有無にかかわらず、勤務前後及び勤務中の定期的な水分補給及

び塩分摂取を行わせること。また、幹部職員は勤務時間中の熱中症発生リスク

に応じ、朝礼時の指示のほか、無線機やＰⅢの一斉指令機能、庁内放送等勤務

実態に応じた適切な手段により定期的に水分補給等を指示するなどして、水

分補給等のタイミングの意識付けを図ることにも配意すること。 

３ その他 

  勤務中の避暑（身体冷却）や水分補給については、住民から職務怠慢であると誤

解されることをおそれ、必要な避暑（身体冷却）や水分補給がちゅうちょされてい

るといった声があることを踏まえ、平素から住民の理解を得るよう努めること。 


